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①

表� あなたの申告は？
○ここでは、主な例を挙げましたが、これに該当しない場合もあります。
詳細は、税務署または区役所課税課にお問い合わせください。

不要です

不要です
(還付を受ける場合
は申告することが
できます)

不要です
(所得税が源泉徴収
されている方は、
申告すると税金が
還付されます)

⑪

必要です

不要です
(医療費等の控除の
追加をすると税金
が還付される場合
があります)

※1 勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。
※2 公的年金の支払先からの報告がありますので、申告は不要です。
※3 非課税証明書の発行や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護

保険などの基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず、
申告が必要な場合があります。

税務署に確定申告
(所得税)

⑦

⑧

⑨

不要です
(還付を受ける場合
は申告することが
できます)

⑩

③

不要です※3
(申告が必要な場
合があります)

不要です※2

不要です※2
(医療費等の控除
の追加をする場合
は申告することが
できます)

④

⑤ 必要です
(所得税で確定申
告された方は不要
です)⑥

不要です※1

区役所に申告
(住民税)

上記⑧の方のうち、65歳以
上で年金収入が155万円以
下または65歳未満で年金収
入が105万円以下の方

公的年金収入のみで年金収
入が400万円以下(2か所以
上のところから支給されて
いる場合はその合計)

アルバイト・パート収入が
103万円以下

アルバイト・パート収入が
103万円を超える(年末調整
されてなく、基礎控除以外
の控除はない)

昨年途中で退職し、年末調
整されていない

給与を2か所以上から受け
ている

給与以外の所得が20万円を
超えている

給与収入が2,000万円を超
えている

収入は給与所得のみで年末
調整をしている。所得税・
住民税は給与から差し引か
れている

あなたの場合

②

昨年の収入なし

障害年金・遺族年金を受け
ていて、他に所得なし

表� 特別区民税・都民税申告受付場所

3／1(火)〜3／7(月)
※土・日曜は除く
9：00〜16：30

総合区民センター7階
第5会議室
(大島4-5-1)

2／16(火)〜3／15(火)
※土・日曜は除く
9：00〜16：30

江東区文化センター
2階臨時窓口
(東陽4-11-3)

受付期間受付場所

受付期間

表� 所得税および復興特別所得
税、消費税および地方消費税、贈
与税の申告書作成会場

東京国税局(1階)
(中央区築地5-3-1)
［最寄り駅］都営大江
戸線「築地市場駅」、
東京メトロ日比谷線
「東銀座駅」、「築地駅」

作成会場

2／12(金)〜3／15(火)
※土・日曜は除く。
ただし、2／21(日)、2
／28(日)は開設［受付
時 間］8：30 〜 16：00
［相談時間］9：15〜

2／23(火)〜
26(金)

※ご来場の際には公共交通機関をご利用く
ださい。

表� 税理士による無料申告相談
申告書を作成して提出できます。会場が
混雑する場合は、受付を早めに締め切る
ことがあります。

豊洲シビックセン
ター7階サブレクホ
ール

2／4(木)
・5(金)

総合区民センター6
階サブ・レクホー
ル(大島4-5-1)

3／2 (水) 〜 4
(金)、3／9(水)
〜11(金)

9：30〜
12：00
(受付は
11：30ま
で)、
13：00〜
16：00
(受付は
15：30ま
で)

豊洲シビックセン
ター7階レクホール
(豊洲2-2-18)

2／2(火)
・3(水)

時 間開催日・開催会場
(江東西税務署管内)

江東区文化センタ
ー展示室
(東陽4-11-3)

2／18 (木) ・19
(金)、2／23(火)
〜26(金)

開催日・開催会場
(江東東税務署管内)

砂町文化センター
3階第2研修室
(北砂5-1-7)
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毎週水曜、区役所本庁舎の窓口時間を午後7時まで延長しています。取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

区
か
ら
住
民
税
の
申
告
書
を
�
月

日
︵
水
︶
に
発
送
し
ま
す
︵
受
付

10は
�
月

日
︵
火
︶
か
ら
︶
︒

16

特
別
区
民
税
・
都
民
税
申
告
受
付

場
所
︵
表
�
︶
で
申
告
し
て
く
だ
さ

い
︒

﹇
申
告
の
必
要
な
方
︵
表
�
︶﹈

平
成

年
�
月
�
日
現
在
︑
区
内
在

28

住
で
︑
前
年
中
︵
平
成

年
�
月
～

27

月
︶
に
収
入
の
あ
っ
た
方
の
う
ち

12申
告
不
要
と
さ
れ
て
い
な
い
方

﹇
申
告
に
必
要
な
も
の
﹈

①
収
入
・
所
得
を
確
認
で
き
る
も
の

︵
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票
︑
給

与
明
細
書
等
︶
②
社
会
保
険
料
︵
健

康
保
険
や
国
民
年
金
︶
の
領
収
書
等

③
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
等
の

控
除
証
明
書
④
身
体
障
害
者
手
帳
等

⑤
医
療
費
の
領
収
書
等
⑥
印
鑑

﹇
申
告
の
必
要
の
な
い
方
︵
表
�
︶﹈

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

○
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
方

○
公
的
年
金
収
入
の
み
で
医
療
費
等

の
控
除
の
追
加
の
な
い
方
な
ど

※
申
告
の
必
要
の
な
い
方
で
も
︑
非

課
税
証
明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保

険
︑
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
︑
介
護

保
険
等
の
基
礎
資
料
と
な
る
た
め
︑

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

﹇
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の

延
長
﹈

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に

つ
い
て
︑
居
住
年
の
適
用
期
限
︵
平

成

年

月

日
︶
が
︑
消
費
税
率

29

12

31

％
へ
の
引
き
上
げ
時
期
の
変
更
に

10伴
い
︑
平
成

年
�
月

日
ま
で
延

31

30

長
さ
れ
ま
す
︒

﹇
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
特
例
控
除

額
の
変
更
﹈

ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
特
例
控
除

額
の
適
用
上
限
が
�
割
︵
改
正
前
�

割
︶
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
︒

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
は
不
要

今
回
の
住
民
税
の
申
告
で
︑
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
記
載
が
必
要
と
な
る
の
は
︑

平
成

年
度
︵
平
成

年
�
月
～

29

28

12

月
の
所
得
︶
の
申
告
か
ら
で
す
︒

個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で

東
京
都
と
都
内
区
市
町
村
は
オ
ー

ル
東
京
で
︑
平
成

年
度
か
ら
原
則

29

と
し
て
す
べ
て
の
事
業
主
の
方
に
︑

特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定
を
実
施
し

ま
す
の
で
︑
事
業
主
の
方
は
︑
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

申
告
書
作
成
会
場
は
東
京
国
税
局

︵
中
央
区
築
地
︶
に
開
設
し
ま
す
︵
表

�
︶
︒
江
東
西
・
東
税
務
署
内
に
申

告
書
作
成
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
︑

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
︑
贈
与

税
の
平
成

年
分
の
確
定
申
告
は
︑

27

表
�
の
申
告
書
作
成
会
場
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
︒

※
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
︑
申
告

書
作
成
会
場
は
大
変
混
雑
し
︑
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
︒
申
告
書
は
ご
自
分
で
作
成

し
て
︑
で
き
る
だ
け
お
早
め
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
︒

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
と
は

毎
年
�
月
�
日
か
ら

月

日
ま

12

31

で
の
�
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所

得
の
金
額
と
そ
れ
に
対
す
る
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
計

算
し
︑
申
告
期
限
ま
で
に
確
定
申
告

書
を
提
出
し
て
︑
源
泉
徴
収
さ
れ
た

税
金
や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
な

ど
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手
続
で

す
︒

申
告
書
の
作
成
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂
を
利
用

す
れ
ば
︑
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金

額
等
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
税

額
な
ど
が
自
動
的
に
計
算
さ
れ
︑
計

算
誤
り
の
な
い
申
告
書
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
︒

平
成

年
分
の
確
定
申
告
に
あ
た

27

っ
て
は
︑
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
﹁
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂
で
作

成
し
た
確
定
申
告
書
を
印
刷
し
て
︑

税
務
署
に
郵
便
や
信
書
便
で
ご
提
出

く
だ
さ
い
︒
ま
た
︑
﹁
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ

︵
電
子
申
告
︶
﹂
を
利
用
し
て
提
出
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
︒
詳
細
は
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
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を

ご
覧
く
だ
さ
い
︒

今
年
か
ら
︑
給
与
所
得
者
ま
た
は

公
的
年
金
所
得
者
の
方
向
け
の
申
告

書
作
成
画
面
を
新
設
し
ま
し
た
︒
初

め
て
の
方
で
も
操
作
し
や
す
い
画
面

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
︒

﹇﹁
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
﹂

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
︵
確
定
申
告
期
︶﹈

☎
�
�
�
�
(
�
�
)
�
�
�
�

﹇
開
設
期
間
﹈
�
月

日
︵
火
︶
ま
で

15

︵
月
～
金
曜
︵
祝
日
を
除
く
︶
お
よ

び
�
月

日
・

日
︑
�
月
�
日
・

21

28

日
の
日
曜
︑
午
前
�
時
～
午
後
�

13時
︶

手
書
き
で
申
告
書
を

作
成
す
る
方
へ

申
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑

﹁
復
興
特
別
所
得
税
額
﹂
欄
の
記
載

漏
れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い

︵
還
付
申
告
の
方
も
含
め
︑
申
告
さ

れ
る
す
べ
て
の
方
に
つ
い
て
﹁
復
興

特
別
所
得
税
額
﹂
欄
の
記
載
が
必
要

と
な
り
ま
す
︶
︒

﹁
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
の
手
引
き
﹂
や
申
告
書

用
紙
等
は
︑
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で

ご
活
用
く
だ
さ
い
︒

作
成
済
み
の
申
告
書
等
を
提
出
す

る
方
は
︑
土
・
日
曜
︑
祝
日
を
除
き
︑

税
務
署
の
総
合
窓
口
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
︵
午
前
�
時
半
～
午
後
�

時
︶
︒
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
︑

郵
送
等
に
よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署

の
時
間
外
文
書
収
受
箱
へ
の
投
か
ん

に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ
い
︒

﹇
亀
戸
・
大
島
・
北
砂
・
東
砂
・
南
砂

・
新
砂
に
お
住
ま
い
の
方
の
提
出
先
﹈

江
東
東
税
務
署
︵
亀
戸
�
︱

︱

�
︶

17

﹇
江
東
東
税
務
署
管
内
を
除
く
江
東

区
に
お
住
ま
い
の
方
の
提
出
先
﹈

江
東
西
税
務
署
︵
猿
江
�
︱

︱

︶

16

12

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は

要
件
を
満
た
せ
ば
申
告
不
要

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
�
�
�
万
円
以
下
︵
複
数
か
ら

受
給
し
て
い
る
場
合
は
︑
そ
の
合
計

額
︶
で
そ
の
公
的
年
金
等
の
全
部
が

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お

い
て
︑
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が

万
円
以
下
で

20

あ
る
と
き
は
︑
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
︒

※
こ
の
場
合
で
も
還
付
を
受
け
る
た

め
に
は
︑
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
︒

※
確
定
申
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て

は
︑
復
興
特
別
所
得
税
の
記
入
を
忘

れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
︒

※
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
が
あ
り
︑
そ
の
所
得
金
額
が

万
円
以
下
で
所
得
税
お
よ
び
復
興

20特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
住
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

東
京
税
理
士
会
が
行
う
税
理
士
に

よ
る
無
料
申
告
相
談
で
︑
申
告
書
を

作
成
し
て
提
出
が
で
き
ま
す
︵
表

�
︶
︒

※
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
︑
年
金
受
給
者
な
ら
び

に
給
与
所
得
者
の
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
申
告
書
を
作
成
し

て
提
出
で
き
ま
す
︵
土
地
︑
建
物
お

よ
び
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
の
あ
る

場
合
︑
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
る
場
合
を
除
き
ま
す
︶
︒

※
申
告
書
等
の
提
出
の
み
の
方
は
︑

直
接
税
務
署
に
お
持
ち
い
た
だ
く
か
︑

郵
送
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
︒

※
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
︑
計
算

器
具
︑
筆
記
具
お
よ
び
印
鑑
等
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
︒

住

民

税

平
成

年
度
住
民
税
の

28

主
な
改
正
点

所

得

税

 

表� 東京国税局案内図

※ご来場の際には公共交通機関をご利用く
ださい。


